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　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経営環境の悪化を緩
和するため、区内事業者の資金繰りや設備投資等を支援する
とともに、区内消費を下支えするための対策を実施します。
　ぜひ、ご利用ください。

新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける区内事業者等を支援します

設備投資への支援

　新型コロナウイルス感染症対策のための設備等導入費用の一部
を補助します（補助率２分の１、限度額100万円）。

問合せ
産業振興課商業振興係　☎内線４６８

▶卸売業・サービス業・小売業

経営支援課経営支援係　☎内線４５９
▶製造業・建設業・運輸業、その他

飲食店のテイクアウト・宅配サービス（ホームページやチラ
シ作成等を含む）、滅菌機やエアカーテンの設置、テレワー
ク環境整備等

例

●新型コロナウイルス対策の設備投資を補助

区内の消費喚起および商店街への支援

荒川区商店街連合会　☎（３８０３）３００３問合せ

　12月実施予定のプレミアム付き区内共通お買い物券を、時期
を前倒して、プレミアム率20％で５月30日㈯（予定）から販売
します。詳細は、区報等でお知らせします。今後の経済状況によっ
ては12月にも実施し、年間を通じて切れ目ない支援を行います。

●プレミアム付き区内共通お買い物券の前倒し実施

　地域情報ウェブマガジン荒川１０２では、テイクアウトできる
区内の飲食店をホームページ上で幅広く紹介する「荒川区のテイ
クアウトで きるお店マップ 」を公開しています。また、下記ホー
ムページから店舗の登録を随時受け付けています。

荒川１０２　めcontact@arakawa102.com
ほhttps://arakawa102.com/問合せ

● テイクアウトで きるお店マップ の案内、登録
店舗を募集

資金繰り支援

　５月以降も継続し、必要に応じて、日本政策金融公庫による特
別融資（無担保、無保証、無利子）等を紹介します。

問合せ 経営支援課融資係　☎内線４６７

●新型コロナウイルス対応融資の継続

雇用調整助成金の申請支援

問合せ 就労支援課就労支援係　☎内線４６６

▶ 申請書類の作成や申請業務委託等、希望に応じて社会保険労
務士を派遣および紹介し、助言を行います
▶ 申請に際し、社会保険労務士に書類作成および申請業務を委
託した場合の費用の一部を補助します（補助率２分の１、限
度額15万円）

●雇用調整助成金の手続き費用を補助

相談窓口の開設・補助金等の獲得支援
●専門相談員による経営相談
　相談窓口を設置し、中小企業診断士等の専門家による経営相談
を実施します。

　必要に応じて、国や都等の支援策を紹介するとともに、補助金
等の獲得を専門家が支援します。

●国や都等の補助金等の獲得支援

経営支援課経営支援係　☎内線４５９問合せ
※午前９時30分～午後５時15分

持続化給付金の支給
　国では、新型コロナウイルス感染症拡
大により特に大きな影響を受けている事
業者に対して、給付金（法人は200万円、
個人事業者等は100万円〈いずれも上限
額〉）を支給する方針です。区では詳細が
決定しだい、区報等でお知らせします。

https://www.meti.go.jp/
経済産業省ホームページ

問合せ
中小企業金融・給付金相談窓口
☎（０５７０）７８３１８３
※午前９時～午後５時

　国では、新型コロナウイルス感
染症の影響に伴う雇用に関する助
成金（学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金）等のお問い
合わせに対応しています。

雇用に関する助成金
相談（企業向け）

雇用調整助成金等相談コールセン
ター
☎０１２０（６０）３９９９

問合せ

※午前９時～午後９時

感染拡大防止協力金の支給
　都では、休業要請に応じた中小企業に支払う
「感染拡大防止協力金」を、５月上旬に順次
支給開始予定です。単独店舗の事業者に50万
円、複数店舗を持つ事業者に100万円を協力金
として支給します。

https://www.tokyo-kyugyo.com
東京都感染拡大防止協力金ホームページ

問合せ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止
協力金相談センター
☎（５３８８）０５６７
※午前９時～午後７時

※国・都の事業に申請する際は、区の中小企業診断士等がご相談に応じます

　マスクを送りつけられて高額な代金
を請求されたり、給付金が受け取れる
と偽りのメールが届いてお金をだまし
取られたりする等、トラブルが多発し
ています。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法等にご注意ください
消費生活センターをご利用ください

☎（５６０４）７０５５相談専用電話
㈪～㈮　※㈷等を除く期　日 午前８時30分～正午、午後１時～４時30分時　間

問合せ 消費生活センター（区役所６階）
☎内線４７７


